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第１ 新城設楽福祉相談センターの概況 

 

１ 管内の概況 

《地勢・気候・産業》 

新城設楽福祉相談センターの所管する新城市、北設楽郡は、愛知県の東北部に位置し、北は長

野県に、東は静岡県に接している。管内の北東部は天竜川、中央部は豊川、北西部は矢作川の流

域からなり、これらに注ぐ数多くの支流と木曽赤石山系の標高 300～1,400 メートルの山々が峰を

連ね、変化に富んだ地形となっており、県内最高峰の茶臼山、奇岩林立する鳳来寺山など自然景

観に恵まれた風光明媚な景勝地が各所に点在している。 

  気候は、北設楽郡において、冬季に平均気温が１度以下となる地域もあるが積雪は少なく、冬

寒く夏涼しい。一方、新城市においては、平均気温が 15 度と北設楽郡より 3～4 度ほど高く管内

の温度差が大きい。また、年間降水量は、1,500～2,400 ミリと県内でも雨の多い地域であるため、

東三河一帯の水源かん養地域となっているとともに、豊富な雨量は林木の成育に適しており、県

内有数の林業地帯を形成している。 

  管内の主要産業は、稲作、野菜、花き、茶、果樹、畜産などの農業、木材資源を基盤とする林

産業、ニジマス・アマゴなどの養殖漁業、天竜奥三河・愛知高原国定公園を始めとした観光・レ

クリエーション産業、また、内陸工業地域の整備による進出企業活動等であり、地域の特性をふ

まえた産業の振興が図られている。 

 

《交通》 

公共交通機関は、豊橋からＪＲ飯田線が新城市を経て東栄町の東南端を走っているほか、民営

及び市町村営バスも運行されているものの、バス路線の大部分は 1 日数往復の不採算路線であり、

公費による補助により確保されてはいるが、山間部での住民の足は自家用車に依存するところが

大きい。 

平成 28 年 2 月に新東名高速道路の豊田東 JCT から浜松いなさ JCT 間が開通し、新城 IC が設置

され、また、平成 24 年 3 月に三遠南信自動車道の浜松いなさ JCT から鳳来峡 IC 間が開通し、今

後、平成 31 年 3 月に供用開始された東栄 IC まで延伸する予定である。これらの高規格幹線道路

は、地域の活性化に貢献する“交流の道”、医療サービス・救命率の向上に資する“命の道”、

安全・安心な地域ネットワークを構築する“安全の道”として期待されている。 

 

《人口》 

  管内の人口は、前年と比較すると、全市町村で減少しており、当センター全体で 1.03％の減

少である。高齢化率は令和 3年 10 月現在 39.2％で県平均（25.5％）を大幅に上回っている。 
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新東名高速道路  

 

２  管内の人口等                      （令和 3 年 10 月１日現在）（単位：世帯、人、％、㎢） 

 
世帯数 人口 

0～14歳 15～64歳 65歳以上 面積 

人口 割合 人口 割合 人口 割合  

 新城市 16,525 43,512 4,593 10.6 22,865 52.5 16,054 36.9 499.23 

北 設楽町 1,830 4,333 314 7.2 1,779 41.1 2,240 51.7 273.94 

設 東栄町 1,268 2,842 243 8.5 1,142 40.2 1,457 51.3 123.38 

楽 豊根村 427 982 74 7.5 388 39.5 520 53.0 155.88 

郡  計 3,525 8,157 631 7.7 3,309 40.6 4,217 51.7 553.20 

計 20,050 51,669 5,224 10.1 26,174 50.7 20,271 39.2 1052.43 

愛知県全体 3,260,383 7,516,008 965,237 12.8 4,632,553 61.6 1,918,218 25.5 5,169.91 

  (注)  人口は、あいちの人口（県民生活部統計課）による推計数値 
 

 

人口の推移                                                （単位：人） 

  平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 

 新城市 54,602 53,603 52,178 49,864 47,133 44,355 

北 設楽町 7,599 6,959 6,306 5,769 5,074 4,437 

設 東栄町 5,124 4,717 4,347 3,757 3,446 2,942 

楽 豊根村 1,722 1,629 1,517 1,336 1,135 1,017 

郡  計 14,445 13,305 12,170 10,862 9,655 8,396 

合計 69,047 66,908 64,348 60,726 56,788 52,751 

愛知県 6,868,336 7,043,300 7,254,704 7,410,719 7,483,128 7,542,415 

（注）国勢調査（各年 10 月 1 日現在）   

 

新城設楽福祉相談センター管内図 

                         

 

 

      

凡  例 

 

◎ 市役所 
 
○ 町村役場 
 
● 市役所・町村役場の支所 
 
□ 保健センター 
 

 福祉相談センター及び 

  設楽駐在 

長野県 

 

静岡県 

位置図 
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３ 沿革 

 

年月日 旧 新城事務所 旧 設楽事務所 旧 児童相談所 

昭和23年 6月30日 

  

  

  

  

  

  

  

  

豊橋地方児童相談所設置 

□管轄区域【東三河全域】 

■位置 豊橋市中八町元連隊内 

昭和26年 7月18日 豊橋市松山町37 新築移転 

昭和26年 9月 1日 

 

 

 

 

八楽地方事務所に民生課 

設置 

□管轄区域【南設楽郡、八

名郡】 

■位置 新城市字東入船 118 

北設楽地方事務所に民生課

設置 

□管轄区域【北設楽郡】 

■位置 設楽町大字田口 

字小貝津6-1 

 

  

  

  

昭和27年 5月27日   
 

豊橋児童相談所に名称変更 

昭和30年11月10日 新城事務所に名称変更 田口事務所に名称変更   

昭和31年 9月30日 管轄区域を南設楽郡に変更 設楽事務所に名称変更   

昭和33年11月 1日 

  

 

新城市制施行 

□管轄区域【新城市、南設

楽郡】 
 

  

 

昭和37年11月27日 

  

 
 

設楽総合庁舎 新築 

■位置 設楽町大字田口 

字小貝津6-2 

  

  

  

昭和37年12月 6日 

  

新城総合庁舎 新築・移転 

■位置  

新城市字石名号20-1  

 

  

  

  

 

  

昭和43年 3月30日 豊橋市瓦町通1-84-3 新築移転 

昭和54年 4月 1日 

  

  

豊橋児童相談所出張相談所設置 

■位置 新城市川路字連吾25 

    新城市おおぞら園内 

平成14年 4月 1日 

  

  

  

  

  

（地方機関再編による統合） （地方機関再編による） 

新城設楽児童相談センター設置 

□管轄区域【同左】  

■位置 新城市字中野6-1 

（新城保健所庁舎内２階） 

  

新城設楽事務所健康福祉課設置 

□管轄区域【新城市、北設楽郡（稲武町除く）、南設楽郡】 

■位置 新城市字石名号20-1（新城総合庁舎内） 

福祉・相談グループ（設楽駐在）設置 

■位置 設楽町田口字向木屋28-2（新城保健所設楽支所

内） 

平成17年10月 1日 

  

鳳来町・作手村(南設楽郡)が新城市と合併したことに伴う 同左 

  管轄区域変更 
 

  □管轄区域【新城市、北設楽郡】    

平成20年 4月 1日 新城設楽福祉相談センター設置(地方機関再編による名称及び体制の変更) 

   

  

  

□管轄区域【新城市、北設楽郡】    

■位置 新城市字中野6-1（新城保健所庁舎内）  

〇課名 地域福祉課（社会・指導グループ、福祉・相談グループ（設楽駐在））児童育成課 

平成27年 3月16日 設楽駐在を新城設楽建設事務所設楽支所内へ移転 

  ■位置 設楽町田口字川原田6-18（新城設楽建設事務所設楽支所内） 
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４ 組織及び事務分掌                 （令和 4年 4月 1日現在）   

 (1) 組織                 本 所（新城市） 
 

                 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 事務分掌（愛知県行政組織規則第二十四条の三第 5 項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【児童育成課】  
・ 児童の相談に関すること。 
・ 児童及びその家庭に係る必要な調査及び社会学的な判定指導に関すること。 
・ 障害児入所給付費の支給の決定及び取消しに関すること。 
・ 児童福祉法第 26条及び第 27条の規定による措置及び指導に関すること。 
・ 里親委託後の指導に関すること。 
・ 施設入所後の家庭並びに施設退所後の児童及び家庭の指導に関すること。 
・ 児童及びその家庭に係る医学的、心理学的、教育学的及び精神保健上の判定指導に関すること。 
・ 身体障害者及び知的障害者に関する相談及び指導に関すること。 
・ 児童・障害者相談センターの業務に関すること（前各号に掲げる事務に関するものに限る。）。 
 〔嘱託医 児童の精神医学的診断に関すること。〕  

 ※ 〔 〕は規則では規定のない事務 

 

（福祉事務所） 

（児童・障害者相談 

センター） 

設楽駐在（設楽町） 

センター長 次 長 地域福祉課長 ※1 

児童育成課長 

事務取扱 

（班長）※4 

課長補佐（班長） 

（社会・指導Ｇ） 

課長補佐（班長） 

(福祉・相談Ｇ) 

嘱託医(非常勤） 

〈本所〉 

 主査 1名 

 主事 1名 

 一般職非常勤職員 3名 

（欠員 1名） 

○女性相談センター新城設楽駐在室 ※2 

 女性相談員（非常勤）1名 

〈設楽駐在〉 

 主査 1名 

 母子・父子自立支援員（非常勤）1 名 

○家庭児童相談室 ※3 

 家庭相談員（非常勤）2名 

主任 3名 

主事 1名  

技師 1名 

（欠員 1名） 

（児童育成Ｇ） 

嘱託医(非常勤) 

※1 次長は地域福祉課長を兼務 
※2 女性相談センター新城設楽駐在室長はセンター長が兼務 
※3 家庭児童相談室長は次長、室次長は課長補佐（福祉・相談Ｇ）が兼務 
※4 児童育成課長はセンター長が事務取扱 

 
【地域福祉課】 
・ 文書及び公印の管守に関すること。 
・ 職員の人事及び福利厚生に関すること。 
・ 予算、会計及びその他庶務に関すること。 
・ 附属設備及び物品の保全管理に関すること。 
・ 民生委員及び児童委員に関すること。 
・ 生活保護に関すること  
・ 生活困窮者自立支援に関すること。 
・ 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。 
・ 戦没者遺族等の援護に関すること。 
・ 中国残留邦人等の援護に関すること。 
・ 児童、母子家庭及び父子家庭並びに女性の福祉に関すること。 
・ 高齢者の福祉に関すること。 
・ 介護保険に関すること。 
・ 身体障害者及び知的障害者の福祉に関すること。 
・ 保健、医療及び福祉に係る連絡調整に関すること。 
・ 福祉事務所の業務に関すること。 
・ その他社会福祉に関すること。 
・ 他の課の主管に属さないこと。 
 〔嘱託医 生活保護法による医療扶助の適正実施に関すること。〕 
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（3）機 能 

  課 名 機 関 名 根 拠 法 令 等 

新
城
設
楽
福
祉
相
談
セ
ン
タ
ー 

地域福祉課 福祉事務所 社会福祉法（昭和26年度法律第45号）第14条に規定さ

れる福祉に関する地方公共団体の事務所 

児童育成課 児童相談所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に基づき、

各都道府県に設けられた児童福祉の専門機関 

  身体障害者更生

相談所 

（一部機能） 

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条に基

づき、身体障害者の福祉に関し都道府県に設置される機

関 

  知的障害者更生

相談所 

（一部機能） 

知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に基づ

き、知的障害者の福祉に関し都道府県に設置される機関 

 

事業別所管地域（参考） 

主な事業＼地域 設楽町 東栄町 豊根村 新城市 豊川市 蒲郡市 田原市 

生活保護に関すること ○ ○ ○     

生活困窮者自立相談支援事業に関すること ○ ○ ○     

民生委員・児童委員に関すること ○ ○ ○ 
○(選任

は除く) 
   

家庭児童の相談に関すること ○ ○ ○     

高齢者福祉に関すること ○ ○ ○ ○    

児童福祉に関すること ○ ○ ○ ○    

母子及び父子並びに寡婦等の支援に関すること ○ ○ ○     

母子・寡婦福祉金の貸付償還事務に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

児童扶養手当の支給関係事務に関すること ○ ○ ○     

遺児手当の支給関係事務に関すること ○ ○ ○ ○    

障害者（児）の福祉に関すること ○ ○ ○ ○    

療育手帳交付事務に関すること(18歳未満の者) ○ ○ ○ ○    

特別児童扶養手当の支給関係事務に関すること ○ ○ ○ ○    

特別障害者手当、障害児福祉手当等の支給関係事務に関すること  ○ ○ ○     

在宅重度障害者手当の支給関係事務に関すること ○ ○ ○ ○    

女性相談に関すること ○ ○ ○ ○    

女性相談センター等への一時保護事務に関すること ○ ○ ○     

児童及び障害者の相談に関すること ○ ○ ○ ○    
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第２ 地域福祉課の業務  
 

１ 生活保護 
   生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）は、憲法第 25 条の理念に基づき、国が生活に困窮する

全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障する

とともに、その自立を助長することを目的とするもので、①生活扶助②教育扶助③住宅扶助④医

療扶助⑤介護扶助⑥出産扶助⑦生業扶助⑧葬祭扶助の 8種類がある。 

 

⑴  世帯類型別保護状況（保護停止中を含む。） 

                      （令和 4年 4月 1 日現在）（単位：世帯、人、％） 

区分 

被 保 護 世 帯 

被
保
護
人
員 

人 
 
 

口 

保 

護 

率 

単身世帯 2 人以上世帯 

計 

高
齢
者 

障
害
者 

傷
病
者 

そ
の
他 

高
齢
者 

母 

子 

障
害
者 

傷
病
者 

そ
の
他 

設楽町 4 3 2 2 - - 1 - 2 14 17 4,248 0.40 

東栄町 3 - - - - - - - -  3 3 2,777 0.11 

豊根村 1 1 - - - - - - -  2 2 953 0.21 

計 8 4 2 2 - - 1 - 2 19 22 7,978 0.28 

（注）人口は、あいちの人口（県民生活部統計課）による数値 

 

⑵ 保護の基準 

   生活保護法による保護基準は、要保護者の年齢、世帯構成、所在地等に応じて厚生労働大臣が

定めている。 
 

⑶ モデル世帯の最低生活費（住宅扶助を除く）  ※令和 4年 4月 1日現在 

○33 歳夫・29 歳妻・4歳子の 3人世帯 

・設楽町、東栄町【3 級地－1】 ――――  140,990 円 （名古屋市 156,990 円） 

・豊根村【3 級地－2】 ――――――――  137,860 円 
 

○68 歳の単身世帯 

・設楽町、東栄町 【3級地－1】――――   66,640 円 （名古屋市  76,880 円） 

・豊根村 【3級地－2】――――――――   65,220 円 

   〔保 護 率〕                                                               （単位:％） 

区   分 国 県 管  内 

平成 26 年 4 月             1.71 0.58  0.24  

平成 27 年 4 月 1.70        0.59  0.23  

平成 28 年 4 月 1.69 0.59 0.22 

平成 29 年 4 月 1.68 0.58 0.25 

平成 30 年 4 月 1.66 0.57 0.31 

平成 31 年 4 月 1.65 0.56 0.30 

令和 2 年 4 月 1.64 0.55  0.21  

令和 3年 4月 1.63 0.52 0.26  

令和 4年 4月 1.62 0.52 0.26 

（注）愛知県は、名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市、一宮市（令和3年4月から）を除く市町村の平均 
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２ 生活困窮者自立相談支援事業 
 

  生活困窮者自立支援法（平成 27年 4月 1日施行）に基づき、自立相談支援事業、住居確保給付 

金の支給等を実施し、生活保護に至る前の段階から早期に支援を行っている。 

【相談件数等】                           令和 3 年度（単位：件） 

相談件数 法に基づく事業等利用件数 その他利用件数 効果 

新
規
受
付 

延
件
数 

プ
ラ
ン
作
成 

住
居
確
保
給
付
金 

一
時
生
活
支
援 

就
労
支
援 

そ
の
他 

 
 

活
用
支
援 

フ
ー
ド
バ
ン
ク 

 

 

法
律
相
談
支
援 

生
活
困
窮
者 

 

就
職 

増
収 

19 25 - - - - - 5 6 - - 

 

３ 行旅病人及び行旅死亡人 
  

   行旅病人及び行旅死亡人取扱法に基づき、管内市町村が取り扱った行旅死亡人等の実費弁償に 

要する経費を県が負担することにより、円滑な行旅死亡人等の取り扱いを行なっている。 

  負担率：10/10（生活保護基準を適用） 

【実施状況】                                          （単位：件、円） 

区  分 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 

件 数 1 - 2 1 

金 額 132,412 - 243,973 161,000 

 
４ 民生委員・児童委員 
   

   民生委員は、民生委員法（昭和 23年法律第 198 号）に基づき、地域社会の福祉を増進すること

を目的とし、市町村の区域におかれている民間奉仕者で、厚生労働大臣から委嘱され、現在の任

期は令和元年 12 月 1 日から 3 年間となっている。 

   その職務は、地域住民の生活状態を把握し、要保護者の相談に応じ、その更生を援助するとと

もに、福祉事務所、市町村等の関係機関に協力し、あるいは社会福祉施設と密接に連絡し、その

機能を助ける等極めて広範囲に及んでいる。 

   また、児童福祉法第 12 条の規定により児童委員を兼ねることとなっており、児童福祉の増進に

も重要な機能を果たしている。 

   主任児童委員は、児童委員活動の一層の推進を図ることを目的に、平成 6年 1月 1 日から設置

され、児童福祉に関する事項を専門的に担当し、児童委員と一体となった活動を行なっている。 

 民生委員・児童委員数               （令和 4年 4月 1 日現在）（単位：人） 

区    分 新城市 設楽町 東栄町 豊根村 合 計 

民 生 委 員 121 28 20 8 177 

主任児童委員（再掲） (12) (2) (2) (1) (17) 

 ・活動費用弁償費 年額 59,000 円 

 ・市町村民生委員協議会に活動費交付金を交付している。 
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５ 家庭児童相談室 
 

  昭和 39 年 4 月 1 日に家庭児童相談室が設置されて以来、家庭における児童養育、その他家庭児

童の福祉向上を図るため、児童委員、学校、保育所、児童相談所、保健所等関係機関と連絡を密

にし、北設楽郡管内 3 町村の要保護家庭の発見に努め、相談指導にあたっている。 

  また、町村が実施する乳幼児健康診査、子育て教室、園庭開放、民生委員協議会等にも参加し、

情報交換を行なっている。 

 

(1) 職員の配置状況 

  現職員数 2 名（兼務）、非常勤職員数 2名（家庭相談員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭相談員相談指導延件数                           （令和３年度）（単位：件）  

区 

分 

性
格
・
生
活
習
慣 

知
能
・
技
能 

学校生活等 

非 
 
 

行 

家族関係 

環 

境 

福 

祉 

心

身

障

害 

そ

の

他 

計 人
間
関
係 

登
校
拒
否 

そ

の

他 

虐

待 

そ

の

他 

北
設
楽
郡 

41 24 - - 4 - 5 37 - 23 15 149 

 

 

 

(2) 組織図 

   

 

 

 

 

 

 

※室長（次長兼地域福祉課長）は、本所で勤務 

※室次長（課長補佐）、社会福祉主事、家庭相談員は設楽駐在勤務 

室長（次長兼地域福祉課長） 

室次長 

（課長補佐） 

社会福祉 

主事 
家庭相談員 

（2 名） 

・家庭の児童養育の相談に応じること 

・要保護児童家庭の訪問指導を行うこと 

・家庭児童問題の実態調査を行うこと 

・その他必要な相談、指導に応じること 
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６ 東三河北部圏域保健医療福祉推進会議 
 

  愛知県圏域保健医療福祉推進会議開催要領に定めるとおり、東三河北部圏域で実施する保健・

医療・福祉に関する施策について、その円滑かつ効果的な実施のために関係行政機関、関係団体、

その他関係者から意見を得ること及び関係機関相互の連絡調整を行なうことにより、保健・医療・

福祉の連携を図ることを目的として開催する。 

 

 ○対象地域  新城市、北設楽郡 

 ○構 成 員  市町村の代表、医師会の代表、歯科医師会の代表、薬剤師会の代表、及びその他 

要領に定められた各関係機関の中から、議題の内容に応じ必要と認める者を構成員

としてその都度招集する。 

 ○事 務 局   新城保健所、新城設楽福祉相談センター 

 

 ≪開催状況≫                              （令和 3年度） 

 

会 議 内 容 

 

開催日 
① 第 1 回 令和 3年 9 月 24 日（金）  

② 第 2 回 令和 4年 3 月 16 日（水） 

開催方法 書面開催 

構成員 新城市医師会長始め 18人  

議 事 

① 第 1 回 

・東三河北部医療圏地域保健医療計画の中間見直しについて 

・愛知県地域保健医療計画（別表）に記載されている医療機関名の更新に

ついて 

② 第 2 回 

・東三河北部医療圏地域保健医療計画の中間見直しについて 

・愛知県地域保健医療計画（別表）の更新について 

・愛知県循環器病対策推進計画の策定について 
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７ 高齢者福祉 
 

   愛知県では、高齢者の保健福祉の推進や介護保険制度の円滑な運営を図るため、「高齢者保健福 

祉計画」（平成 12年 3 月第 1 期）を策定し、各種事業を積極的に推進している。 

   なお、令和 3年 3月には、第 7期計画の評価の上に、必要な見直しを行い、「高齢者の自立と自

己実現を地域で支える健康福祉」を基本理念とする「第 8 期愛知県高齢者健康福祉計画」を策定

した。 

   また、同計画に定める 11の老人福祉圏域のうち、東三河北部圏域（1市 2町 1 村）を当センタ

ーが所管している。 

 

⑴ 介護保険制度 

     介護保険制度は、高齢化の進展とともに、介護を社会全体で支えることを目的として平成

12 年 4 月に開始された。介護保険事業の運営主体（保険者）は、市町村となっていたが、急激

な高齢化の進展による介護給付費の増加等の課題に地域全体で対応していけるよう、地域資源

の効果的な活用、介護保険事務の効率的な処理、広域的なサービス提供体制の確立等を目的と

して、平成 30 年 4 月に東三河全市町村の運営主体は１つに統合され、東三河広域連合が運営

主体となった。 

      当センター及び東三河福祉相談センターは、共同して東三河広域連合に対し保険者指導を実

施している。 

 

月額保険料の状況【第 1号被保険者】                  （単位：円、％） 

区  分 

月額保険料 
保険料基準額の 

伸び率 第 7 期 

（平成30～令和2年度） 

第 8 期 

（令和 3～5 年度） 

新 城 市 5,213 

4,990 

△4.3 

北
設
楽
郡 

設楽町 5,125 △2.6 

東栄町 4,825 3.4 

豊根村 5,418 △7.1 

東三河広域連合 4,906 1.7 

愛
知
県 

平均 5,526 5,732 3.7 

県内最高額 6,391 6,642 － 

県内最低額 4,040 4,309 － 

（注）1 「第 7 期」のうち、市町村分は「第 7 期東三河広域連合介護保険事業計画」による数

値、また東三河広域連合分及び愛知県分は厚生労働省「第 7 期計画期間における介護

保険の第 1号保険料及びサービス見込み量等について」による数値 

    2 「第 8期」のうち、市町村分及び東三河広域連合分は「第 8期東三河広域連合介護保

険事業計画」による数値、また愛知県分は厚生労働省「第 8 期介護保険事業計画期間

における介護保険の第 1号保険料及びサービス見込量等について」による数値 

なお、市町村分について、「第 8期」から保険料を統一としている。 

      3 第 1号被保険者：65歳以上の介護保険被保険者 
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⑵ 管内の状況 
 

ア 介護保険認定状況                 （令和 3 年 10 月末現在）（単位：人、％） 

区 分 総人口 65 歳以上人口 高齢化率 
介護保険 

認定者数 

第 1 号被保険者

認定者数 
出現率 

新城市 43,512 16,054 36.9 2,929 2,866 17.9 

北
設
楽
郡 

設楽町 4,333 2,240 51.7 569 566 25.3 

東栄町 2,842 1,457 51.3 314 311 21.3 

豊根村 982 520 53.0 115 113 21.7 

郡計 8,157 4,217 51.7 998 990 23.5 

合 計 51,669 20,271 39.2 4,925 4,846 23.9 

愛知県 7,516,008 1,918,218 25.5 331,634 324,517 16.9 

（注）1 人口は、愛知県県民生活部統計課「あいちの人口」による数値（令和 3年 10 月 1 日現在） 

   2 介護保険認定者数及び第 1 号被保険者認定者数のうち各市町村の数値は、東三河広域連合

からの報告による数値 

   3 介護保険認定者数及び第 1 号被保険者認定者数のうち愛知県の数値は、厚生労働省「介護

保険事業状況報告」（暫定）（令和 3年 10 月分）による数値 

   4 出現率は、65歳以上人口に対する第 1号被保険者認定者数の割合 

 

イ 介護度別認定者数                  （令和3年10月末現在）（単位：人、％） 

区 分 要支援１ 要支援２ 小計 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 小計 合計 

新城市 464 520 984 609 416 330 368 222 1,945 2,929 

北
設
楽
郡 

設楽町 95 65 160 112 88 77 78 54 409 569 

東栄町 42 46 88 63 38 51 49 25 226 314 

豊根村 19 13 32 22 16 19 15 11 83 115 

郡計 156 124 280 197 142 147 142 90 718 998 

合 計 620 644 1,264 806 558 477 510 312 2,663 3,927 

(割合) 15.8 16.4 32.2 20.5 14.2 12.2 13.0 7.9 67.8 100 

愛知県 47,901 57,071 104,972 61,195 56,091 43,994 39,611 25,771 226,662 331,634 

（注）1 各市町村の数値は、東三河広域連合からの報告による数値 

   2 愛知県の数値は、厚生労働省「介護保険事業状況報告」（暫定）（令和3年10月分）による数値   

 

ウ 老人福祉施設等設置数               （令和 4 年 6 月 1日現在）（単位：カ所） 

区 分 

介護老人福祉

施設（特別養護

老人ホーム） 

介 護 老 人 

保 健 施 設 
介 護 医 療 院 養護老人ホーム 

軽費老人ホーム 

（ケアハウス）

新城市 4(1)  2 2 1 2 

設楽町 1   - - 1  

東栄町 1  - - - - 

豊根村 -     1 - - - 

計 6(1)  3 2 2 2 

（注）1 下記表「⑷ 老人福祉施設等設置状況」を基に作成 

   2 介護老人福祉施設のうち、⑴は地域密着型施設を再掲 



 - 12 -

エ 老人福祉施設等設置状況                   （令和 4年 6月 1 日現在） 

種 類 施設名 設置者 定員 
施設所在地 

（市町村） 

介 護 老 人 

福 祉 施 設 

（特別養護 

老人ホーム） 

麗楽荘 (社福)一誠福祉会 84 新城市 

くるみ荘 (社福)鳳寿会 80 新城市 

奇楽荘 ※ (社福)一誠福祉会 29 新城市 

翠華の里 (社福)中部盲導犬協会 100 新城市 

愛厚ホーム設楽苑 (社福)愛知県厚生事業団 100 設楽町 

やまゆり荘 (社福)明峰福祉会 80 東栄町 

介 護 老 人 

保 健 施 設 

新城介護老人保健施設 

サマリヤの丘 
(医)双樹会 80 新城市 

介護老人保健施設鳳来 

ケアセンター 
(医)社団誠淳会 100 新城市 

介護老人保健施設豊根 

ケアセンター 
(医)社団誠淳会 63 豊根村 

介 護 医 療 院 

今泉病院 (医)寿泉会今泉病院 60 新城市 

星野病院 (医)星野病院 35 新城市 

養 護 老 人 

ホ ー ム 

寿楽荘 新城市 50 新城市 

宝泉寮 設楽町 50 設楽町 

軽 費 老 人 

ホ ー ム 

(ケアハウス) 

ケアハウスビラほうらい (社福)鳳寿会 30 新城市 

ケアハウス和光ハイム (社福)一誠福祉会 20 新城市 

（注）1 愛知県「介護保険・高齢者福祉ガイドブック」を基に作成 

   2 (社福)は社会福祉法人、(医)は医療法人の略 

   3 ※は地域密着型施設 

 

オ 高齢者福祉施策 

 ・敬老祝い品の贈呈事業 

  老人の日にちなみ、多年にわたり社会の発展に尽くしてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝うため、

数え 100 歳の高齢者に敬老祝い品を贈呈する。（事業開始：平成 22 年度） 
  

贈呈対象者数                                                   （令和 3 年度）（単位：人） 

新城市 設楽町 東栄町 豊根村 合 計 

18 8 2 1 29 

（注）当センター調べ 
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８ 児童福祉 
 

  児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）及び児童憲章（昭和 26 年）の制定によって、全ての児童

を心身ともに育成し、愛護するという児童福祉の基本理念が確立されて以来、この理念を基調とし

て児童福祉に関する施策を推進している。 

 

⑴ 保育所の設置状況と入所率 

保育所は、保護者の労働や疾病などにより、家庭で保育することができない乳幼児を入所させ、

保護者に代わって保育を行うことにより、児童の福祉を図っている。 

保育所の設置状況                （令和 4 年 4 月 1 日現在）（単位：人、％） 

市町村 
公立/

私立 
こども園名・保育所名 

入 所 状 況 

定 員 入所現員 入所率 

新城市 

公立 15 

私立 2 

公 新城こども園 110 82 74.5 

公 城北こども園 160 128 80.0 

公 千郷東こども園 130  99 76.2 

公 千郷中こども園 90 75 83.3 

公 千郷西こども園 150  99 66.0 

公 東郷東こども園 60 42 70.0 

公 東郷中こども園 110 41 37.3 

公 東郷西こども園 150 108 72.0 

公 舟着こども園 45 24 53.3 

公 八名こども園 150 112 74.7 

公 長篠こども園 100 61 61.0 

公 鳳来こども園 40 16 40.0 

公 山吉田こども園 45 17 37.8 

公 大野こども園 90 28 31.1 

公 作手こども園 90 33 36.7 

私 ママサポート 子いづみや 10 10 100.0 

私 つばさ保育園 12 11 91.7 

設楽町 

公立 3 

私立 1 

公 名倉保育園 30 16 53.3 

公 清嶺保育園 30 8 26.7 

公 津具保育園 30 16 53.3 

私 田口宝保育園 30 24 80.0 

東栄町 

公立 1 
公 とうえい保育園 90 63 70.0 

豊根村 

公立 1 
公 杉の子保育園 30 22 73.3 

合  計 公立 20 か所、私立 3 か所 1,782 1,135 63.7 
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９ ひとり親家庭への支援 
 

  母子家庭及び父子家庭並びに寡婦からの相談等に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導を 

行うとともに、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行っている。 

 

⑴ 母子・父子自立支援員の設置 

母子・父子自立支援員 1名を配置し、管内 3町村を担当している。 

   なお、母子・父子・寡婦福祉資金の貸付・償還事務は、管内 3 町村と豊橋市（中核市）を除 

く東三河地域の各市（豊川市、蒲郡市、田原市、新城市）を所管している。 

 

相談指導状況                            （令和 3 年度）（単位：件、％） 

区   分 延件数 構成比 区   分 延件数 構成比 

生 

活 

一 

般 

住   宅 － － 

経
済
的
支
援
・
生
活
援
護

 
母子福祉資金 

貸付 18 58.1 

医療・健康 － － 償還 10 32.3 

家 庭 紛 争 － － 
父子福祉資金 

貸付 － － 

就   労 3 9.7 償還 － － 

結   婚 － － 
寡婦福祉資金 

貸付 － － 

養 育 費 － － 償還 － － 

借   金 － － 公 的 年 金  － － 

そ の 他 － － 児童扶養手当 － － 

小   計 3 9.7 生 活 保 護  － － 

児 
 
 

童 

養   育 － －   税 － － 

教   育 － － そ の 他 － － 

非   行 － － 小    計 28 90.3 

就   職 － － そ 

の 

他 

売店設置（法第 25条） － － 

そ の 他 － － たばこ販売（法第26条） － － 

  小   計 － － 母子世帯向公営住宅 － － 

   母子生活支援施設 － － 

  小    計 － － 

合    計 31 100.0 

  注意：構成比の数値は、小数点以下第 2位を四捨五入しているため、個々の集計値の合計は 

    必ずしも 100 とはならない。 
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⑵ 母子父子寡婦福祉資金の貸付 

    母子家庭、父子家庭及び寡婦の生活の安定と向上を図るため、生活に必要な各種資金の貸付 

を行っている。         

（事業開始 母子福祉資金…昭和28年度 寡婦福祉資金…昭和44年度 父子福祉資金…平成26年度） 

区  分 貸   付   対   象 

母子福祉資金 
 20 歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子、又はその扶養している

児童、20歳未満の父母のいない児童 

父子福祉資金 
 20 歳未満の児童を扶養している配偶者のない男子、又はその扶養している

児童 

寡婦福祉資金 

 かつて配偶者のない女子として 20 歳未満の児童を扶養していたことのあ

る配偶者のない女子（寡婦）、又はその扶養している子、40 歳以上の配偶者

のない女子 

貸付の種類 

（12 種類） 

事業開始資金、事業継続資金、技能習得資金、就職支度資金、住宅資金、転

宅資金、医療介護資金、生活資金、結婚資金、修学資金、就学支度資金、修

業資金 

 

貸付状況                       （令和 3 年度）（単位：件、円） 

貸付資金区分 
母子福祉資金 父子福祉資金 寡婦福祉資金 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

事業開始 - - - - - - 

事業継続 - - - - - - 

技能習得 - - - - - - 

就職支度 - - - - - - 

住 宅 - - - - - - 

転 宅 - - - - - - 

医療介護 - - - - - - 

生 活 - - - - - - 

結 婚 - - - - - - 

修 学 2 1,116,000 - - - - 

就学支度 - - - - - - 

修 業 - - - - - - 

合 計 2 1,116,000 - - - - 
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⑶ 母子・父子家庭自立支援給付金の支給 

   母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、就職に役立つ技能や資格の取得のための講座の受講及び

各種学校等の養成機関で修業する場合に給付金を支給し、母子家庭の母又は父子家庭の父の就業促

進を図る。 

区   分 給 付 内 容 
令和 3年度 

支給状況 

自立支援教育 

訓練給付金 

 経済的自立のため、県指定の職業能力開発講座を受講後に

支給する。 

対象講座 

①   雇用保険の一般教育訓練給付の指定講座 

②   雇用保険の特定一般教育訓練給付の指定講座 

③   雇用保険の専門実践教育訓練給付の指定講座 

支給額 

【雇用保険非該当者】  

対象講座の受講料の 6 割相当額（上限 20 万円。下限

1 万 2千円。ただし、上記の③を受講する場合の上限は、

修業年数×40万円（上限 160 万円） 

【雇用保険該当者】 

上記金額から、雇用保険の教育訓練給付金の額を差し

引いた額 

実績なし 

高等職業訓練 

促進給付金 

 就職に有利な資格取得と経済的自立のため、カリキュラム

が 1 年（令和 4年度に修業を開始する場合は 6 月）以上の養

成機関で修業する場合に支給する。 

対象資格 

  看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、

理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛

生士、調理師等 

支給期間 就業期間の全期間（上限 48月） 

支給額 

  市町村民税 非課税世帯 月額 100,000 円 

         課税世帯  月額  70,500 円 

  ※なお、修業期間の最後の 12 か月は、支給額が月額 4

万円増額される 

 

支給人員 

1 人 

 

支給金額 

221,000 円 

高等職業訓練 

修了支援給付金 

 養成機関の「修業開始日」及び「修了日」において一定の

要件を満たす場合に、修業期間修了後支給する。 

支給額  

  市町村民税 非課税世帯 50,000 円 

        課税世帯  25,000 円 

実績なし 

  所得制限：児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にある者 
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⑷ 高卒認定試験合格支援給付金 

    高等学校卒業認定試験の合格を目指す場合において、対象講座の開始後と受講修了後に支給する。 

対象講座 民間事業者などが実施する高卒認定試験対策講座 

（高等学校等就学支援金制度の対象となる場合は対象外） 

支給額 ア 高卒認定試験対策講座開始時 

  対象講座の受講料の 3 割相当額（上限 7.5 万円） 

イ 高卒認定試験対策講座修了時 

  対象講座の受講料の 1 割相当額（アと合わせて上限 10万円） 

ウ 高卒認定試験合格時 

  対象講座の受講料の 2 割相当額（ア、イとの合計で上限 15万円） 

 

⑸ 児童扶養手当の支給  

ア 支給要件 

(ｱ) 父母が婚姻を解消した児童 

(ｲ) 父又は母が死亡した児童 

(ｳ) 父又は母が施行令別表第 2に定める程度の障害の状態にある児童 

(ｴ) 父又は母の生死が明らかでない児童 

(ｵ) 父又は母が引き続き 1 年以上遺棄している児童 

(ｶ) 父又は母が裁判所からのＤＶ保護命令を受けた児童 

(ｷ) 父又は母が法令により引き続き 1 年以上拘禁されている児童 

(ｸ) 婚姻によらないで懐胎した児童 

(ｹ) (ｸ)に該当するかどうか明らかでない児童 

（孤児などで、母が懐胎した当時の事情が不明である児童） 

イ 手当月額 

区分 全部支給 一部支給 

児童 1人 43,070 円 43,060 円～10,160 円 

児童 2人 53,240 円 53,230 円～15,250 円 

児童 3人以降 6,100 円加算       6,090 円 ～3,050 円加算 

ウ 所得制限限度額表 

扶養親族等の数 
受給者資格者本人 孤児等の養育者・ 

配偶者・扶養義務者 全部支給 一部支給 

0 人 490,000 円 1,920,000 円 2,360,000 円 

1 人 870,000 円 2,300,000 円 2,740,000 円 

2 人 1,250,000 円 2,680,000 円 3,120,000 円 

3 人 1,630,000 円 3,060,000 円 3,500,000 円 

4 人 2,010,000 円 3,440,000 円 3,880,000 円 

5 人 2,390,000 円 3,820,000 円 4,260,000 円 
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エ 支給時期  

年6回（1月、3月、5月、7月、9月、11月）  

 

オ 支給要件別受給状況               （令和 4年 4月 1日現在）（単位：人） 

区 分 設楽町 東栄町 豊根村 計 

受給者数 
16 

  (1) 

9 

(5) 

2 

(2) 

27 

(8) 

支
給
要
件
別
世
帯
数 

離 婚 13 8 2 23 

死 別 - - - - 

未 婚 2 1 - 3 

障害者 1 - - 1 

遺 棄 - - - - 

その他 - - - - 

※受給者数の（ ）は、支給停止者数別掲 

※要件別世帯数は、支給停止者を除いた数 

※新城市については、自市で認定事務を行っている。 

 

⑹ 愛知県遺児手当の支給  

ア 支給要件 

(ｱ) 父母が婚姻を解消した児童 

(ｲ) 父又は母が死亡した児童 

(ｳ) 父又は母が施行令別表第 2に定める程度の障害の状態にある児童 

(ｴ) 父又は母の生死が明らかでない児童 

(ｵ) 父又は母が引き続き 1 年以上遺棄している児童 

(ｶ) 父又は母が裁判所からのＤＶ保護命令を受けた児童 

(ｷ) 父又は母が法令により引き続き 1 年以上拘禁されている児童 

(ｸ) 婚姻によらないで懐胎した児童 

 

イ 手当月額（1 人につき） 

    支給開始～3 年目まで     4,350 円  

     4 年目～5年目        2,175 円  
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ウ 所得制限限度額表                           （単位：円） 

扶養親族等の数 受給者資格者本人 
孤児等の養育者・ 

配偶者・扶養義務者 

0 人 1,920,000  2,360,000 

1 人 2,300,000 2,740,000 

2 人 2,680,000 3,120,000 

3 人 3,060,000 3,500,000 

4 人 3,440,000 3,880,000 

5 人 3,820,000 4,260,000 

  

 

エ 支給要件別受給状況                      （令和 4年 4月 1日現在）（単位：人） 

区 分 新城市 設楽町 東栄町 豊根村 計 

受給者数 
101 

(12) 

7 

(0) 

3 

(3) 

1 

(1) 

112 

(16) 

遺児数 169 10 12 3 194 

支
給
要
件
別
世
帯
数 

離 婚 95 6 6 2 109 

死 別 1 - - - 1 

未 婚 15 1 - - 16 

障害者 - - - - - 

遺 棄 - - - - - 

その他 0 - - - - 

重 複 2 - - - 2 

 ※受給者数の（ ）は、支給停止者数別掲 

※要件別世帯数は、支給停止者を含めた数 
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10 障害者（児）福祉 
 

  障害者（児）福祉施策は、戦後長らくは主に身体障害者福祉法（昭和 20 年法律第 283 号）及び

知的障害者福祉法（昭和 35 年法律第 37号）を中心に、福祉の増進が図られてきた。 

  平成 15 年 4 月から支援費制度が導入され、行政がサービス内容を決定する「措置制度」から障

害者自らが福祉サービスを選択し、「契約」する仕組みに転換したが、利用者数増大や財源問題、

障害種別間の格差、サービス水準の地域間格差など、新たな課題が生じることとなった。 

  平成 18 年 10 月、障害者自立支援法が施行された。障害種別にかかわらず必要なサービスを利用

できるよう利用の仕組みを一元化、施設・事業が再編され、市町村が一元的にサービスを提供する

ことが明記された。 

平成 24 年 6 月、「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための

関係法律の整備に関する法律」が公布され、この法律により平成 25 年 4 月に「障害者自立支援法」

は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）」となり、

障害者の範囲に難病等が追加された他、障害福祉サービス等の改正が行われた。 

 

(1) 各手帳所持状況  

ア 身体障害者手帳所持状況             （令和 4 年 4 月 1日現在）（単位：人） 

区 分 
障 害 者 別 内 訳 

合 計 
18 歳 

未満 

18 歳 

以上 視 覚 聴 覚 音声・言語 肢体不自由 内 部 

新城市 80 101 21 836 706 1,744 16 1,728 

設楽町  8 20 - 115 89 232 1 231 

東栄町 20 2 2 82 63 169 - 169 

豊根村 1 1 1 39 22 64 - 64 

合 計 109 124 24 1,072 880 2,209 17 2,192 

 

イ 療育手帳所持状況                （令和 4 年 4 月 1日現在）（単位：人） 

区 分 
障 害 程 度 別 内 訳  

合  計 18 歳未満 18 歳以上 
重度（Ａ判定） 中度（Ｂ判定） 軽度（Ｃ判定） 

新城市 152 141 139 432 108 324 

設楽町 20 13 10 43 5 38 

東栄町 18 9 12 39 5 34 

豊根村 2 5 4 11 1 10 

合 計 192 168 165 525 119 406 

 

ウ 精神障害者保健福祉手帳所持状況         （令和 4 年 4 月 1日現在）（単位：人） 

区 分 
障 害 等 級 別 内 訳 

合 計 
18 歳 

未満 

18 歳 

以上 

【参考】自立支

援医療（精神医

療）受給者数 1 級 2 級 3 級 

新城市 70 326 66 462 11 451 780 

設楽町 13 33 7 53 - 53 68 

東栄町 7 19 5 31 1 30 43 

豊根村 5 8 - 13 1 12 10 

合 計 95 386 78 559 13 546 901 
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⑵ 特別児童扶養手当の支給 

  ア 支給要件 

  障害児の父若しくは母がその障害児を監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護し

ない場合において、その障害児の父母以外の者が障害児を養育する（その障害児と同居して、こ

れを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。）者に対し支給する。 

 

イ 手当月額 1 級 52,400 円、2級 34,900 円 

 

ウ 所得制限限度額表                         （単位：円） 

扶養親族等の数 受給者資格者本人 配偶者・扶養義務者 

0 人 4,596,000 6,287,000 

1 人 4,976,000 6,536,000 

2 人 5,356,000 6,749,000 

3 人 5,736,000 6,962,000 

4 人 6,116,000 7,175,000 

5 人 6,496,000 7,388,000 

          

エ 受給状況                          （令和 4 年 4 月 1 日現在）（単位：人） 

区 分 新城市 設楽町 東栄町 豊根村 計 

受給者数 
69  

(11) 

3  

  (2) 

3  

  (-) 

2  

  (-) 

77  

 (13) 

支 

給 

対 

象 

障 

害 

児 

数 
身

体 

障

害 

外部障害 
1級 1  -  -  -  1  

2級 -  -  -  -  -  

内部障害 
1級 1  -  -  -  1  

2級 2  -  -  1  3  

精

神 

障

害 

知的障害のみ 
1級 21  2  2  -  25  

2級 24  1  -  -  25  

知的障害及び 

精神障害 

1級 -  -  -  -  -  

2級 15  -  1  -  16  

精神障害のみ 
1級 -  -  -  -  -  

2級 9  -  -  1  10  

重複障害 
1級 -  -  -  -  -  

2級 -  -  -  -  -  

計 
1級 23  2  2  -  27  

2級 50  1  1  2  54  

※受給者数の（ ）は、支給停止者数別掲。 
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(3) 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の支給 

ア 支給要件と手当額（月額）            （令和 4 年 4 月 1日現在）（単位：円） 

区          分 
手 当 額 

国手当 県手当 計 

特別障害者手当 

20 歳以上で、精神又は身体に

著しく重度の障害があるため、

日常生活において常時特別の介

護を必要とする在宅の者（施設

入所者、長期入院者を除く） 

   

27,300 
Ａ種 6,850 

Ｂ種 1,050 

Ａ種 34,150 

Ｂ種 28,350 

障害児福祉手当 

20 歳未満で、精神又は身体に

重度の障害があるため、日常生

活において常時介護が必要な在

宅の者（障害を事由とした年金

の受給者、施設入所者を除く） 

14,850 
Ａ種 6,900 

Ｂ種 1,150 

Ａ種 21,750 

Ｂ種 16,000 

経過的福祉手当 

20 歳以上で、従来の福祉手当

受給者のうち、特別障害者手当、

障害基礎年金のいずれかも受給

していない在宅の者（施設入所

者を除く）〔障害の程度は、障害

児福祉手当と同じ〕 

14,850 
Ａ種 6,900 

Ｂ種 1,150 

Ａ種 21,750 

Ｂ種 16,000 

 

イ 支給時期 年 4回（5 月、8 月、11 月、2 月） 

          

ウ 所得制限あり 

【参考】Ａ種…身体障害 1～2級かつＩＱ35以下の合併   

Ｂ種…身体障害 1～2 級又はＩＱ35以下 

上記の国の手当受給者のうち、障害の程度及び内容に応じて県の手当を加算して支

給する。 

 
エ 受給者数                          （令和 4年 4月 1日現在）（単位：人） 

 
 
 

特別障害者手当 障害児福祉手当 経過的福祉手当 在宅 
重度 
障害者
手当 

Ａ種 Ｂ種 Ｃ種 計 Ａ種 Ｂ種 Ｃ種 計 Ａ種 Ｂ種 Ｃ種 計 

新城市 9 28  - 37 7 11 - 18 - 1 - 1 424 

 
北 
設
楽
郡 

設楽町 1 - - 1 1 - - 1 - - - - 49 

東栄町 1 2 - 3 - - - - - - - - 39 

豊根村 - 1 - 1 - - - - - - - - 10 

計 2 3 - 5 1 - - 1 - - - - 98 

合計 11 31 - 42 8 11 - 19 - 1 - 1 522 

（注）新城市の特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当認定事務は、新城市が行っている。 
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⑷ 在宅重度障害者手当の支給 

特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当受給者を除く在宅の重度障害者に支給。 

      ただし、平成 25年 4月 1 日の規則改正により、療養介護を行う病院に入院している者、病院

又は診療所に継続して三ケ月を超えて入院するに至った者及び刑事施設、労役場その他これら

に準ずる施設に拘禁された者と、平成 20 年 4 月 1日の規則改正により、65歳以上になってか

ら新たに障害者になった者は支給対象外となった。 

ア 手当額（月額）                 （令和 4年 4月 1日現在）（単位：円） 

障 害 の 区 分 手 当 額 

1 種重度障害者 
 1 級又は 2 級の身体障害者手帳を有し、かつ知能指数が 35 以

下と判定され、療育手帳の交付を受けた者 
15,500 

2 種重度障害者 

○1 級又は 2 級の身体障害者手帳を有する者 

○知能指数が 35 以下と判定され、療育手帳の交付を受けた者 

○3 級の身体障害者手帳を有し、かつ知能指数が 50 以下と判定

され、療育手帳の交付を受けた者 

  6,750 

 

イ 支給時期 年 3回（4 月、8 月、12 月）          

 

ウ 所得制限あり 

 
エ 受給者数                            （令和 4 年 4 月 1日現在）（単位：人） 

 

市町村名 

 

1 種 2 種  

合 計 

 

身障 1･2 

IQ35 以下 

身障 1 身障 2 IQ35 

以下 

身障 3 

IQ50 以下 
小 計 

新城市  2 

(-) 

212 

(5) 

136 

(5) 

68 

(3) 

6 

(-) 

422 

(13) 

424 

(13) 

設楽町 - 

(-) 

  20 

(-) 

19 

(-) 

  9 

(-) 

1 

(-) 

49 

(-) 

49 

(-) 

東栄町 - 

(-) 

  22 

(-) 

10 

(1) 

7 

(-) 

- 

(-) 

39 

(1) 

39 

(1) 

豊根村 - 

(-) 

4 

(-) 

6 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

10 

(-) 

10 

(-) 

合 計 
2 

(-) 

258 

(5) 

171 

(6) 

84 

(3) 

7 

(-) 

520 

(14) 

522 

(14) 

 ※ 受給者数の（ ）は、支給停止者数別掲 

 

⑸ 心身障害者扶養共済制度 

   1～3 級の身体障害者又は知的障害者を扶養している保護者が健康なうちに掛金を拠出し、保

護者が死亡又は重度の障害となった場合に障害者に年金を支給する。    

 （令和 4年 4月 1日現在） 

 

支 

給 

額 

掛  金 

1 口当たり 5,600 円～23,300 円 

（平成 20 年度以降新規加入は、1 口当たり月 9,300 円～23,300 円） 

2 口まで加入できる。 

給 付 金 

年 金（保護者が死亡した場合等に支給）1口当たり月額 20,000 円 

弔慰金（障害者が死亡した場合に支給）1 口当たり 30,000 円～250,000 円

（加入期間により異なる。） 

脱退一時金 脱退者の加入期間により、1 口当たり 45,000 円～250,000 円 

加入状況 設楽町 5 人 東栄町 0 人 豊根村 1人（計 6人） 
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⑹ 障害保健福祉圏域会議  

東三河北部障害保健福祉圏域における障害者等の相談支援体制等に関する課題や情報の共有、

問題の解決に向けた検討及び障害福祉計画の検証と策定支援を行なうことを目的として「東三河

北部障害保健福祉圏域会議」を開催している。 

また障害保健福祉圏域会議の専門部会として、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」に備え

た緊急事態の対応を図り、また入所施設や病院からの地域移行を進めることを目的とした「地域

生活支援拠点等部会」及び圏域内にある障害福祉に関わる行政機関の課題検討を目的とした行政

部会を開催している。 

   ○対象地域  新城市、北設楽郡 

 ○事務局   新城設楽福祉相談センター 
 

≪開催状況≫                                

ア 東三河北部障害保健福祉圏域会議                     

日 時 
①令和 3年 12 月 20 日（月） 午後 1時 30 分～ 

②令和 4年 3月 3 日（木） 午後 1時 30 分～ 

場 所 
①しんしろ福祉会館 3階 多目的室 B・C 

②オンライン開催 

出席者 相談支援専門員、障害福祉サービス事業所職員、市町村障害福祉担当職員、地域アド

バイザー、保健所職員、福祉相談センター職員（計 19名） 

議 題 ①⑴地域生活支援拠点等の再確認及び評価案について 

 ⑵児童発達支援センター設置に関する進捗状況について 

⑶成年後見支援に関する進捗状況について 

⑷市町村障害福祉計画及び障害児福祉計画における目標等について 

⑸入所施設に対する地域生活支援拠点に関する研修結果について 

⑹グループホームの新設について 

⑺愛知県若年性認知症総合支援センターについて 

②⑴地域生活支援拠点等に関する検証・検討について 

 ⑵医療的ケア児に関する支援について 

※地域生活支援拠点部会及び医療的ケア児協議の場を兼ねて開催した。 

 

イ 行政部会 

日 時  
①第 1回 令和 3年 4月 20 日（火） 午前 10 時 30 分～ 

②第 2回 令和 3年 9月 9 日（木） 午後 1時 30 分～ 

場 所 
①オンライン開催 

②オンライン開催 

出席者 市町村障害福祉担当職員、地域アドバイザー、保健所職員、福祉相談センター職員 

（計 8名） 

議 題 ①⑴東三河北部障害保健福祉圏域 地域生活支援拠点等事業実施要綱の改正について 

⑵成年後見支援に関する取り組みについて 

②⑴成年後見支援に係るセンター機能創出に関する取り組みについて 

 ⑵東三河北部障害保健福祉圏域会議の議題等について 
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⑺ 障害福祉サービスの実績    

                                      （令和 3年度） 

サービス区分 サービス名 新城市 設楽町 東栄町 豊根村 

訪問系サービス 

（単位：時間） 

総利用時間数 18,895 472 93 240 

居宅介護 17,170 472 93 240 

重度訪問介護  - - - - 

同行援護 412 - - - 

行動援護 1,313 - - - 

重度障害者等包括支援 0 - - - 

日中活動系サービス 

（単位：人日） 

生活介護 29,991 4,164 2,792 951 

自立訓練（機能訓練） 4 - 124 - 

自立訓練（生活訓練） 1,006 - - - 

就労移行支援 2,573 - 247 - 

就労継続支援（Ａ型） 3,882 260 267 - 

就労継続支援（Ｂ型） 22,138 1,531 2,196 460 

就労定着支援 12 1 - - 

福祉型短期入所 448 61 12 97 

医療型短期入所 64 18 - - 

療養介護 〈単位：人〉 7 1 9 - 

居住系サービス 

（単位：人） 

自立生活援助 - - - - 

グループホーム 71 10 6 3 

施設入所支援 53 12 9 3 

相談支援 

（単位：人） 

計画相談支援 401 117 42 11 

地域移行支援 3 - - - 

地域定着支援 11 - - - 

障害児通所サービス 

（単位：人日） 

児童発達支援 3,738 - 193 - 

医療型児童発達支援 - - - - 

居宅訪問型児童発達支援 - - - - 

放課後等デイサービス 7,605 155 15 - 

保育所等訪問支援 50 - - - 

障害児相談支援 

（単位：人） 
障害児相談支援 89 2 9 - 

（注）障害福祉課提供による数値 
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11 女性相談センター新城設楽駐在室 
 

   昭和 31 年に「売春防止法」が公布され、第 34 条に規定する婦人相談所として、婦人の保護更

生に関する業務を行うことを目的として、昭和 32年に愛知県女性相談センター及び新城設楽駐在

室を始めとする各駐在室が設置された。 

  一方、平成 13年には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（配偶者暴力防

止法）( 通称「ＤＶ防止法」)」が公布され、平成 14年 4月から全面施行された。 

  その後、平成 16年 12 月に加害者の定義の拡大、国・地方公共団体の役割強化等が図られた改

正法が施行され、これにより暴力被害者である女性の保護をより一層円滑かつ効果的に実施する

ため、必要な相談等をより積極的に行うこととなった。 

   平成 20 年 1 月には市町村の役割強化や保護命令制度の拡充が図られ、さらに平成 26 年 1 月か

ら 法改正により法律名が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改めら

れ、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても法の適用対象となった。 

    現在、女性相談員が 1 名配置され、管内 1市 2町 1 村を担当し、関係機関と緊密な連携をとり、

来所（面接）相談、電話相談及び定例出張相談など日常生活を営む上での女性の諸問題について

広く相談に応じている。 

 

⑴ 職員の配置状況 

   現職員数 3 名（兼務）、非常勤職員 1名 

 

⑵ 組織図  

駐在室長（センター長兼務） 

 

駐在室次長（次長兼務） 

 

室長補佐（課長補佐兼務） 

 

女性相談員（一般職非常勤職員） 

 

⑶ 業務  

ア 福祉事務所、警察、民生委員等の関係機関と密接な連絡をとり、要保護女子及び被害者の早

期発見に努めること。 

イ 要保護女子及び被害者の面接調査及び相談指導にあたり、本人に最も適した処置を敏速かつ

適確に実施すること。 

ウ 売春防止法（昭和 31 年法律第 113 号）並びに配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する法律（平成 13 年法律第 31 号）の趣旨の普及徹底に努めること。 

エ その他一般女性の福祉昂揚のため必要な相談に応ずること。 
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⑷ 相談内容別件数                       （令和 3 年度）（単位：件） 

 

⑸ ＤＶ証明書及び保護命令手続き支援の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談内容（主 訴） 
件 数 

相談内容（主 訴） 
件 数 

面接 電話 計 面接 電話 計 

人 
 
 

間 
 
 

関 
 
 

係 

夫 

等 

夫等の暴力 11 - 11 住居問題 - - - 

薬物中毒・酒乱 - - - 帰住先なし - - - 

離婚問題 1 0 1 

経
済
関
係 

生活困窮 - - - 

その他 - - - 借金・サラ金 - - - 

子
ど
も 

子どもの暴力 - - - 求職 - - - 

養育不能 - - - その他 - 1 1 

その他 - - - 

医
療
関
係 

病気 - - - 

親 

族 

親の暴力 - - - 精神的問題 - 19 19 

その他の親族の暴力 - - - 妊娠・出産 - - - 

その他 1 1 2 その他 - 2 2 

交
際
相
手 

生活本拠共の交際相手(含元)の暴力 - 2 2 不純異性交遊 - - - 

交際相手の暴力 - - - 売春強要 - - - 

同性間の交際相手の暴力 - - - ヒモ・暴力団関係 - - - 

その他 - - - 5 条関係 - - - 

家庭不和 - - - 人身取引 - - - 

その他の者の暴力 - - - ストーカー - - - 

男女問題 - - - 
総 計 13 42 55 

その他 0 17 17 

ＤＶ被害者に対し、住民基本台帳や年金事務所での年金番号の閲覧制限等の手続きのために 

必要な「ＤＶ相談証明書」の交付や、生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、

ＤＶ被害者が裁判所に申し立てる「保護命令」に対する書類作成の支援を行っている。 

 

令和３年度実績  

ＤＶ証明書 4件  保護命令  0 件 
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第３ 児童育成課の業務 
 

  児童育成課は、児童相談所としての相談・指導、措置決定等の業務、並びに、身体障害者・知的

障害者に関する相談支援に対応している。 

【児童相談の状況】 

１ 相談の種類 

   児童についての相談は、その内容によって、下表のとおりの相談種別に分けている。 

相 談 種 別 内              容 

養 

護 

相 

談 
 

児 童 虐 待 相 談 

児童虐待の防止等に関する法律の第2条に規定する次の行為に関

する相談。 

(1) 身体的虐待 生命・健康に危険のある身体的な暴行 

(2) 性的虐待 性交、性的暴行、性的行為の強要 

(3) 心理的虐待 暴言や差別など心理的外傷を与える行為 

(4) 保護の怠慢・拒否（ネグレクト） 保護の怠慢や拒否により

健康状態や安全を損なう行為及び棄児 

そ の 他 の 相 談 

父又は母等保護者の家出･失踪､死亡､離婚､入院､稼働及び服役等

による養育困難児、迷子、親権を喪失・停止した親の子、後見人

を持たぬ児童等児童虐待相談以外の環境的問題を有する児童、養

子縁組に関する相談。 

保 健 相 談  

未熟児、虚弱児、ツベルクリン反応陽転児、内部機能障害、小児

喘息、その他の疾患（精神疾患を含む。）を有する児童に関する

相談。 

 
 
 
 

障 
 

害 
 

相 
 

談 

肢 体 不 自 由 相 談  肢体不自由児、運動発達の遅れに関する相談。 

視 聴 覚 障 害 相 談  
盲（弱視を含む。）、ろう（難聴を含む。）等視聴覚障害児に関す

る相談。 

言語発達障害等相談 
構音障害、吃音、失語等音声や言語の機能障害をもつ児童、言語

発達遅滞を有する児童等に関する相談。 

重症心身障害相談 重症心身障害児に関する相談。 

知 的 障 害 相 談 知的障害児に関する相談。 

発 達 障 害 相 談 
自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障

害、注意欠陥多動性障害等の児童に関する相談。 

 

非 
 

行 
 

相 
 

談 

ぐ 犯 行 為 等 相 談 

虚言癖、浪費癖、家出、浮浪、乱暴、性的逸脱等のぐ犯行為、問

題行動のある児童、警察署からぐ犯少年として通告のあった児

童、又は触法行為があったと思料されても警察署から児童福祉法

第 25条による通告のない児童に関する相談。 

触 法 行 為 等 相 談 

触法行為があったとして警察署から同法同条による通告のあっ

た児童、犯罪少年に関して家庭裁判所から送致のあった児童に関

する相談。 

 
 
 

育  

成  

相  

談 

性 格 行 動 相 談 

児童の人格の発達上問題となる反抗、友達と遊べない、落ち着き

がない、内気、緘黙、不活発、家庭内暴力、生活習慣の著しい逸

脱等性格もしくは行動上の問題を有する児童に関する相談。 

不 登 校 相 談 
学校及び幼稚園並びに保育所に在籍中で、登校（園）していない

状態にある児童に関する相談。 

適 性 相 談 進学適性、職業適性、学業不振等に関する相談。 

育児 ･しつけ相談 
家庭内における幼児の育児・しつけ、児童の性教育、遊び等に関

する相談。 

そ の 他 の 相 談 上のいずれにも該当しない相談。 
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２ 相談・指導等の状況 

⑴  相談種類別受付件数 

   令和 3 年度の相談種類別・年齢別の相談受付件数は次の表のとおりである。 

（単位：件） 

 養護 保
健
相
談 

障害 非行 育成 そ
の
他
の
相
談 

計 

児
童
虐
待
相
談 

そ
の
他
の
相
談 

肢
体
不
自
由
相
談 

視
聴
覚
障
害
相
談 

言
語
発
達
障
害
等
相
談 

重
症
心
身
障
害
相
談 

知
的
障
害
相
談 

発
達
障
害
相
談 

ぐ
犯
行
為
等
相
談 

触
法
行
為
等
相
談 

性
格
行
動
相
談 

不
登
校
相
談 

適
性
相
談 

育
児
・
し
つ
け
相
談 

0 歳 - 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 

1 歳 - 2 - - - - - 2 - - - - - - - -  4 

2 歳 1 1 - - - - - 2 - - - - - - 1 - 5 

3 歳 2 - - - - - 2 8 - - - - - - 2 - 14 

4 歳 2 3 - - - - - 3 - - - - - - 2 - 10 

5 歳 1 - - - - - - 10 - - - - - 5 4 - 20 

6 歳 2 3 - - - - - 1 1 - - - - 5 2 - 14 

7 歳 - 3 - - - - - 7 - - - 3 - 2 - - 15 

8 歳 1 3 - - - - - 2 1 - - - - 1 - - 8 

9 歳 2 2 - - - - - 7 - - - 1 - 2 - - 14 

10 歳 - 2 - - - - - 2 - - - - - 1 - 1 6 

11 歳 1 - - - - - 1 8 - - - 1 - 1 - - 12 

12 歳 3 2 - - - - - 1 - - - - - 4 - - 10 

13 歳 - 2 - - - - - 3 - - - - - 3 - - 8 

14 歳 3 2 - - - - - 5 - 1 - 1 - 1 - - 13 

15 歳 1 3 - - - - - 4 1 - - 1 - 2 - - 12 

16 歳 1 1 - - - - - 1 - - - 2 - - - - 5 

17 歳 2 - - - - - - 3 - - - - - - - - 5 

18歳以上 - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 

計 22 33 - - - - 3 69 3 1 - 9 - 27 11 1 179 

新城市 18 32 - - - - 1 63 3 - - 8 - 26 10 - 161 

設楽町 4 1 - - - - 1 1 - - - - - 1 - 1 9 

東栄町 - - - - - - - 4 - - - - - - 1 - 5 

豊根村 - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 

管外 - - - - - - 1 - - 1 - 1 - - - - 3 

2 年度 30 32 - - - - - 57 2 - 2 10 2 21 6 1 163 

元年度 37 30 - 1 - - 4 60 5 - 2 4 1 28 9 2 183 

30 年度 24 22 - 1 - - 1 71 2 - 1 4 3 46 20 1 196 
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⑵ 相談種類別対応件数 

 令和 3 年度の相談種類別対応件数は次の表のとおりである。 

                                       （単位：件） 

 面接指導 児
童
福
祉
司
・
市
町
村
指
導
委
託 

市
町
村
送
致 

訓
戒
・
誓
約 

児
童
福
祉
施
設
入
所 

指
定
医
療
機
関
委
託 

里
親
委
託 

家
庭
裁
判
所
送
致
※ 

障
害
児
施
設
等
へ
の
利
用
契
約 

そ
の
他 

計 

助
言
指
導 

継
続
指
導 

他
機
関
あ
っ
せ
ん 

養護 
児童虐待相談 18  4 - 1 - - - - -  - - 23 

その他の相談 30 1 - - - - - - -  - 2 33 

保健相談 - - - - - - - - -  - - - 

障害 

肢体不自由相談 - - - - - - - - -  - - - 

視聴覚障害相談 - - - - - - - - -  - - - 

言語発達障害等相談 - - - - - - - - -  - - - 

重症心身障害相談 3 - - - - - - - -  - - 3 

知的障害相談 68 - - - - - - - -  - - 68 

発達障害相談 3 - - - - - - - -  - - 3 

非行 
ぐ犯行為等相談 1 - - - - - - - - - - - 1 

触法行為等相談 - - - 1 - - - - - - - - 1 

育成 

性格行動相談 7 1 - - - - - - -  - - 8 

不登校相談 - - - - - - - - -  - - - 

適性相談 26 - - - - - - - -  - - 26 

育児・しつけ相談 11 1 - - - - - - -  - - 12 

その他の相談 1 - - - - - - - -  - - 1 

計 168 7 - 2 - - - - - - - 2 179 

※：児童福祉法第 27 条第 1 項第 4号によるもの 

（注）受付から対応の間に年度をまたぐ場合や 1 件の相談受付に対して複数の対応を採る場合等があ

るため、受付件数と対応件数は必ずしも一致しない。 

 

⑶  調査・診断及び心理療法・カウンセリング等   

  令和 3年度に行った調査・診断等の件数は次の表のとおりである。 

  なお、計のうち 485 件が児童虐待相談に係るものである。 

                                       （単位：件） 

調査・社会診断指導 医学的

診断 

指導 

心理診断指導 心理療法 

・カウン

セリング

等 

計 
児童 保護者 その他 

知能 

検査 

発達 

検査 

人格 

検査 

その他

の検査 

面接・観

察・指導 

168 485 1,018 15 86 18 11 4 104 100 2,009 
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３ 一時保護の状況 

   一時保護は、児童福祉法第 33 条に基づき行うもので、一時保護所に入所させるか、児童福祉施

設、里親などに保護を委託して行う。緊急の保護や、児童の行動観察、短期治療などを目的とする。 

  令和 3年度は、13件について、延べ 81日の一時保護を行った。 

（単位：件、日） 

区分 
養護 

障害 非行 育成 
計 

(件数) 

保 護 

延日数 児童虐待 その他 

一時保護所 3 1 - - 1 5 30 

委
託
保
護 

施 設 4 2 - - - 6 21 

里 親 2 - - - - 2 30 

警 察 - - - - - - - 

その他 - - - - - - - 

計 9 3 - - 1 13 81 

４ 児童福祉施設等への入所状況 

   令和 3 年度に里親等への委託・児童福祉施設等への入所措置決定（児童福祉法第 27 条第 1 項第

3 号、同条第 2 項）、障害児入所給付費支給決定（児童福祉法第 24 条の 3 第 2 項）、児童自立生活

援助（児童福祉法第 33 条の 6）をした件数、及び、年度末現在の在籍児童数は、次の表のとおり

である。 

（単位：件、人） 

 
乳児院 

児童養護

施設 

児童心理

治療施設 

児童自立

支援施設 

里親・ 

ファミリ

ーホーム 

児童自立

生活援助

施設 

障害児入所施設 指定医療

機関 
計 

福祉型 医療型 

入所措

置等決

定件数 

- - - - - - 
- - - 

0 
- - - 

年度末

在籍数 
- 3 2 - - - 

3 1 - 
9 

- - - 

(注)障害児入所施設、指定医療機関については、上段は入所措置、下段は入所給付決定。 

５ 里親、小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）の状況 

  家庭での養育に欠ける児童を、暖かい愛情と正しい知識をもった家庭的な養育により健全に育て 

ることを目的として、里親、ファミリーホームが推進されている。 

⑴ 里親への委託状況 

  当センターが児童を里親へ委託した状況は次の表のとおりである。 

 令和 3年度新規委託児童数 年度末現在委託中児童数 

養育里親 - - 

 (再掲)専門里親 - - 

親族里親 - - 

養子縁組希望里親 - - 

計 - - 
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⑵ 管内里親登録状況 

  当センター管内の里親登録状況、及び、当センター管内里親の里子受託状況は次の表のとおりである。 

（単位：人） 

 令和 3年度新規 

登録里親数 

年度末現在 

登録里親数 

年度末現在 

受託児童数 

登録里親数・受託児童数 1 9 2 

再 

掲 

養育里親 1 9 1 

 (再掲)専門里親 - - - 

親族里親 - - - 

養子縁組希望里親 - 4 1 

 (注)養育里親かつ養子縁組希望里親の複数の区分で登録されている里親がいる。 

 

⑶ 里親への支援 

  愛知県では、里親制度の普及と里子委託の推進のため、里親同士の交流を図る里親交流推進（サ

ロン）事業、里親をサポートする養育支援（ヘルパー派遣）事業の実施や、里親会の育成を図り、

里親に委託可能な児童は積極的に里親委託を推進するように取り組んでいる。 

  なお、当センターでは登録里親数が少なく、里親会も東三河全域の組織となっているため、里親

関連事業は東三河児童・障害者相談センターと共同で実施することもある。 

 

⑷ 小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）の状況 

  令和 3 年度現在において、当センターからファミリーホームに委託している事例はなく、また、

当センター管内における本事業の実施もない。 

 

６ 児童措置費負担金徴収状況 

   施設入所措置を行った場合には、保護者（扶養義務者）にその負担能力に応じて費用の一部を負

担させることとなっている。令和 3 年度の児童措置費負担金徴収の状況は次の表のとおりである。 

（単位：人、件、円） 

 調定 収入 

人数 件数 金額 人数 件数 金額 

過年度分 5  38   368,200 1 10  226,800 

現年度分 7  65  617,300 4 42  345,500 

計 12 103  985,500 5 52  572,300 

  (注)件数：負担金は月ごとに調定を行っており、その件数。 

    収入の人数：全件を完納した人数。（一部納入の人は含まない。） 
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７ 養護相談の状況 

⑴ 理由別対応件数 

  令和 3年度に対応（前記 2の(2)）した養護相談の理由別件数は次の表のとおりである。 

（単位：件） 

 
家出 死亡 離婚 傷病 

家庭環境 
その他 計 

虐待 その他 

児童福祉施設入所 - - - - - - - - 

里親委託 - - - - - - - - 

面接指導 - - - - 22 30 1 53 

その他 - - - - 1 2 - 3 

計 - - - - 23 32 1 56 

令和 2年度 - - - 2 31 27 1 61 

令和元年度 - - - - 35 29 1 65 

平成 30 年度 - - - - 27 21 - 48 

 

⑵ 虐待相談の状況 

   (1)の虐待相談の状況は以下の表のとおりである。 

  ア 相談経路・虐待の種類                          （単位：件） 

 身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 ネグレクト 計 

児童相談所 - - 3 - 3 

            福祉事務所 4 - - - 4 

保健センター - - - - - 

保育所 - - - - - 

児童福祉施設・指定医療機関 - - - - - 

警察等 3 - 8 - 11 

家庭裁判所 - - - - - 

保健所 - - - - - 

医療機関 - - - - - 

 幼稚園・学校・教育委員会等 2 - - - 2 

児童委員 - - - - - 

家族 
虐待者本人 1 - - - 1 

虐待者以外 - - - - - 

親戚 - - - - - 

近隣・知人 2 - - - 2 

児童本人 - - - - - 

女性相談 - - - - - 

その他 - - - - - 

計 12 - 11 - 23 
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 イ 被虐待児の年齢・虐待の種類                       （単位：件） 

      身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 ネグレクト 計 

3 歳未満 - - - - - 

3 歳以上就学前 4 - 3 - 7 

小学生 3 - 3 - 6 

中学生 4 - 2 - 6 

高校生その他 1 - 3 - 4 

計 12 - 11 - 23 

 

 ウ 親権喪失等審判の請求等 

   令和 3 年度中に家庭裁判所に親権喪失等審判の請求、後見人選任の請求を行ったケースはなか

った。 

 

⑶ 虐待対応関連事業 

 ア 虐待等児童問題関係機関連絡調整会議 

   かつてはあらゆる児童相談を児童相談所が対応することとされていたが、児相虐待相談の急増

等を背景とした児童福祉法改正により、児童相談に応じることが市町村の業務として明確化され

た。 

   当センターでは、関係機関の連絡調整等を行うため、管内の関係機関を構成員とする「新城設

楽地域虐待等児童問題関係機関連絡調整会議」を設置している。 

(ｱ) 市町村担当者会議 

開催(Web)    令和 3年 6 月 

参加機関    9 機関 

(ｲ) 関係機関連絡調整会議 

開  催    令和 4年 1 月 

      構成機関    19 機関 

 

 イ 児童虐待対応弁護士、精神科医師、法医学専門医師 

   児童虐待の援助に当たっては、法律、医学の専門知識が必要であるため、愛知県では、児童虐

待対応弁護士、児童虐待対応精神科医師、児童虐待対応法医学専門医師を設置して、援助に当た

っての相談センター職員の相談や、現場での立会業務等の業務を行ってもらっている。 

 

 ウ 関係機関職員の研修 

   市町村等の関係機関職員の研修は県全体で実施されているが、当センターにおいても、管内の

小中学校教員及び虐待対応担当課職員を対象とした研修会を開催した。 

     実施日 令和 3 年 12 月 14 日 

     出席者 管内小中学校教員及び市町村職員等 25 人 
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８ 障害相談の状況 

⑴ 療育手帳の交付状況 

  療育手帳は、知的障害児(者)が一貫した支援を受けられるようにすること及び、各種の福祉制度

手続きを円滑に行えるようにすることを目的とする障害者手帳制度で、当センターでは管内の知的

障害児について交付等を行っている。 

  令和 3年度に新規交付・再交付・再判定を行った件数、及び、年度末現在の管内の手帳所持児童

数は次の表のとおりである。 

（単位：件、人） 

 Ａ判定(重度) Ｂ判定(中度) Ｃ判定(軽度) 計 

年度中 

新規交付 2 5 10 17 

再交付 - - 3 3 

再判定 12 12 19 43 

計 14 17 32 63 

年度末現在手帳所持児童数 29 28 61 118 

 

⑵ 判定書、診断書等の発行状況 

  関係機関からの依頼や各種証明のため判定書等を発行しているが、令和 3 年度の状況は次の表の

とおりである。 

（単位：件） 

特別児童 

扶養手当 
就園・就学 就労 

障害福祉 

サービス 
その他 計 

2 2 1 1 4 10 

 

⑶ 障害児等療育支援事業への援助 

  本事業は、障害児施設等が地域の障害児療育グループ等の支援を行うもので、当センター管内地

域については、岩崎学園、豊橋あゆみ学園が受託実施している。 

 

 

９ 非行相談、育成相談の状況 

  非行相談は、当センター管轄地域の特徴もあってか少ない。 

  また、不登校相談は、学校、教育委員会、教育事務所での施策の充実により、当センターへの相

談は少なくなっている。 

  育成相談では、ことばの遅れの相談や、対人関係・社会性における発達上の問題に伴う性格行動

についての相談が多い。 

  このような発達上の問題は保健センターが行う健診で発見される場合も多い。当センターでは、

個別の相談に応ずる他に、保健センターが行う健診事後指導グループへの援助を行っており、令和

3 年度は新城市のグループに 1回参加して援助を行った。 
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【障害者相談の状況】 

  18 歳以上の身体障害者・知的障害者に関する当センター管内地域の判定業務は東三河児童・障

害者相談センターが所管している。 

  当センターにおいては相談のみを受けているが、福祉サービス等の決定は市町村が行っているこ

ともあり（第 2の 10 参照）、実際の相談の件数は多くはない。 

 

  障害者相談の状況      令和 3 年度（単位：件） 

身体障害者 - 

知的障害者 ‐ 
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